
資料－７

水質汚濁防止の徹底について

１．ＪＦＥスチールの排水問題
ＪＦＥスチール（株）東日本製鉄所（千葉地区）から排水基準を超える排水が

排出されていたこと、及び過去数年にわたり排水の測定データの一部を書き換え
ていたこと等が判明し、平成１７年２月３日、同社と千葉県、千葉市より公表さ
れた。
具体的な内容は以下のとおりである。

①同工場の防波堤等から、水質汚濁防止法に基づく水素イオン濃度（ｐＨ）の排
水基準に適合しない高アルカリ水が海に流出していた。

②同企業が過去数年にわたり、シアン化合物等について水質汚濁防止法に基づく
排水基準、又は千葉県・千葉市・同社の三者で締結した公害防止協定で設定さ
れた基準を超える排水等の自社測定データの一部を書き換えて記録、報告等を
行っていた。

③一部の排水口で、実際の排水量が届出排水量を大きく上回っていた。

２．環境省の対応について

今般の事案で特に問題となったのは、排出水の汚染状態等の測定結果記録につ

いて、排水基準等を超える測定結果等があったにもかかわらず、長期間にわたり

虚偽の記録を行っていたことである。測定及び記録は、基準遵守義務を担保する

ために不可欠なものであり、 一層の徹底を図る必特定事業場に対する監視指導の

要がある。

このため、今回の事案を踏まえ、特定事業場の立入検査等を適切に実施するこ

と及びその際の留意事項等を都道府県及び水質汚濁防止法政令市に通知した。

具体的には、
・測定結果が複数の者のチェックを受ける体制になっているか否かを確認するこ
と

・排出水の汚染状態の測定結果について原簿等を確認すること
等を挙げている。
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